




＜診療報酬改定に関するお知らせ＞ 

 
 ご周知の通り厚生労働省より平成２２年度診

療報酬の改定の告示がありました。改定の主要項

目は以下の通りです。 
 
 疾患別リハビリテーション料の見直し＊１ 

 施設基準の変更（廃用性症候群の追加・運動器

Ⅰの基準の変更） 

 早期リハビリテーション加算の見直し（４５点） 

 がん患者リハビリテーション料の新設＊２ 

 呼吸ケアチーム加算の新設（週 1回・入院患者） 

 難病患者リハビリテーション料の見直し 

 回復期リハビリ病棟リハビリテーションの見直し 

・ 休日リハビリテーション提供体制加算の新設 

・ リハビリテーション充実加算の新設 

 亜急性期病棟リハビリテーションの見直し 

・ リハビリテーション提供体制加算（50点/1日） 

 

※理学療法士による喀痰吸引の合法化決定 

（法制化に関しては、5月以降になる見込み） 
 尚、詳しい内容につきましては日本理学療法士

協 会 職 能 局 医 療 保 険 部 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www1a.biglobe.ne.jp/pt-iryou/）をご参
照ください。また同ホームページには順次送付さ

れる疑義解釈や労災の改定についてなども掲載

されております。 
 
 インターネット環境がないなどで、ご覧になれ

ない場合や、診療報酬改定に関する情報やお問い

合わせがありましたら、窓口まで連絡をお願いい

たします。 
 
（問い合わせ窓口） 
日本海総合病院 酒田医療センター 
リハビリテーション科 斎藤 幸喜 
E-mail reha@nihonkai-hos.jp 
TEL 0234-23-1111・FAX 0234-26-1946 
 
 
 

 
＊１．疾患別リハビリテーション料 

  脳血管疾患等 
運動器 呼吸器 心大血管 

  廃用症候群以外 廃用症候群 

Ⅰ ２４５点 ２３５点 １７５点 １７０点 ２００点 

Ⅱ ２００点 １９０点 １６５点 ８０点 １００点 

Ⅲ １００点 １００点 ８０点     

 
＊２．がん患者リハビリテーション料 ２００点／１単位 

 ＜算定要件＞ 
  がんの治療のため入院している患者に対して２０分以上の個別リハビリを提供した場合を１単位

とし、１日６単位を限度として算定できる。 
 ＜施設基準＞ 
（１） がん患者のリハビリに関する経験（研修要件あり）を有する専任の医師が配置されていること 
（２） がん患者のリハビリに関する経験を有する専従の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の中か  

ら２名が配置されていること 
（３）１００㎡以上の機能訓練室があり、必要な器具が備えられていること 
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